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(57)【要約】
【課題】ユーザの生体情報を高い精度で測定することが
でき、かつ、ユーザの手間を少なくする。
【解決手段】第１機能部１１０は第１機能を携帯機器１
０に実現させ、制御部１３０は、携帯機器１０に第２機
能を実現させる。第１機能は、生体情報を取得する機能
及びこの生体情報を処理する機能のいずれとも異なる機
能である。生体情報取得部１２０は、第１機能部１１０
が第１機能を実行している間に生体情報を取得する。そ
して制御部１３０は、生体情報取得部１２０が取得した
生体情報を用いて第２機能を実現させる。環境情報取得
部１３５は、環境情報を取得する。環境情報は、生体情
報取得部１２０による生体情報の取得環境を示している
。取得環境は、例えば生体情報の正確性に影響を与える
因子である。そして制御部１３０は、環境情報取得部１
３５が取得した環境情報に基づいて、生体情報取得部１
２０を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の機能と前記第１の機能とは異なる第２の機能とを実現可能な携帯機器であって、
　前記第１機能を前記携帯機器に実現させる第１機能部と、
　前記第２機能を前記携帯機器に実現させる第２機能部と、
　生体情報を取得する生体情報取得部と、
　前記生体情報取得部による前記生体情報の取得環境を示す環境情報を取得する環境情報
取得部と、
　前記環境情報に基づいて前記生体情報取得部を制御する制御部と、
を備え、
　前記生体情報取得部は、前記第１機能部が前記第１機能を実現させている間に、前記生
体情報を取得し、
　前記第２機能部は、前記生体情報取得部が取得した前記生体情報を用いて前記第２機能
を実現させる、
　ことを特徴とする携帯機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯機器において、
　前記制御部は、前記環境情報が基準を満たす時に前記生体情報取得部に前記生体情報を
取得させ、前記環境情報が前記基準を満たしていない時には前記生体情報取得部に前記生
体情報を取得させない携帯機器。
【請求項３】
　第１の機能と前記第１の機能とは異なる第２の機能とを実現可能な携帯機器であって、
　前記第１機能を前記携帯機器に実現させる第１機能部と、
　前記第２機能を前記携帯機器に実現させる第２機能部と、
　生体情報を取得する生体情報取得部と、
　前記生体情報取得部による前記生体情報の取得環境を示す環境情報を取得する環境情報
取得部と、
　前記生体情報を、当該生体情報を取得したときの前記環境情報に対応付けて記憶する記
憶部と、
を備え、
　前記生体情報取得部は、前記第１機能部が前記第１機能を実現させている間に、前記生
体情報を取得し、
　前記第２機能部は、前記生体情報取得部が取得した前記生体情報を用いて前記第２機能
を実現させる、
　ことを特徴とする携帯機器。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の携帯機器において、
　前記環境情報取得部は、前記環境情報として生体の体温を測定する携帯機器。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の携帯機器において、
　前記環境情報取得部は、前記環境情報として生体の皮膚の湿度を測定する携帯機器。
【請求項６】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の携帯機器において、
　前記環境情報取得部は、前記環境情報として時刻を取得する携帯機器。
【請求項７】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の携帯機器において、
　前記生体情報取得部は、前記携帯機器のユーザの前記生体情報を取得し、
　前記環境情報取得部は、前記環境情報として、前記ユーザによる前記携帯機器への入力
の有無を取得する携帯機器。
【請求項８】
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　請求項１～３のいずれか一項に記載の携帯機器において、
　前記環境情報取得部は、前記環境情報として気圧を取得する携帯機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年は健康に対する関心が高まっている。このため、ユーザの健康維持をサポートする
ための様々な機器やシステムが開発されている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、骨密度や動脈硬化度などを管理し、この管理した情報に基づい
て栄養剤の処方を提示するシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－６５８９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ユーザの健康維持をサポートするためには、ユーザの生体情報をある程度の期間にわた
って継続的に取得する必要がある。しかし、ユーザにとっては、生体情報を高い精度で測
定することは面倒である。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題としては、ユーザの生体情報を高い精度で測定すること
ができ、かつ、ユーザの手間を少なくすることが一例として挙げられる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、第１の機能と前記第１の機能とは異なる第２の機能とを実現
可能な携帯機器であって、
　前記第１機能を前記携帯機器に実現させる第１機能部と、
　前記第２機能を前記携帯機器に実現させる第２機能部と、
　生体情報を取得する生体情報取得部と、
　前記生体情報取得部による前記生体情報の取得環境を示す環境情報を取得する環境情報
取得部と、
　前記環境情報に基づいて前記生体情報取得部を制御する制御部と、
を備え、
　前記生体情報取得部は、前記第１機能部が前記第１機能を実現させている間に、前記生
体情報を取得し、
　前記第２機能部は、前記生体情報取得部が取得した前記生体情報を用いて前記第２機能
を実現させる、
　ことを特徴とする携帯機器である。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、第１の機能と前記第１の機能とは異なる第２の機能とを実現
可能な携帯機器であって、
　前記第１機能を前記携帯機器に実現させる第１機能部と、
　前記第２機能を前記携帯機器に実現させる第２機能部と、
　生体情報を取得する生体情報取得部と、
　前記生体情報取得部による前記生体情報の取得環境を示す環境情報を取得する環境情報
取得部と、
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　前記生体情報を、当該生体情報を取得したときの前記環境情報に対応付けて記憶する記
憶部と、
を備え、
　前記生体情報取得部は、前記第１機能部が前記第１機能を実現させている間に、前記生
体情報を取得し、
　前記第２機能部は、前記生体情報取得部が取得した前記生体情報を用いて前記第２機能
を実現させる、
　ことを特徴とする携帯機器である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係る携帯機器の構成を示すブロック図である。
【図２】携帯機器の動作の一例を示すフローチャートである。
【図３】変形例１に係る制御部の動作を示すフローチャートである。
【図４】変形例１に係る制御部の動作を示すフローチャートである。
【図５】変形例２に係る携帯機器を、その使用環境とともに示す図である。
【図６】変形例２において表示部が表示する画面の一例を示す図である。
【図７】変形例２における携帯機器の動作の一例を示すフローチャートである。
【図８】変形例２における携帯機器の動作の一例を示すフローチャートである。
【図９】実施例１に係る携帯機器の平面図である。
【図１０】図９のＡ－Ａ断面図である。
【図１１】携帯機器の機能構成を示すブロック図である。
【図１２】実施例２に係る携帯機器の平面図である。
【図１３】図１２に示した携帯機器の機能構成を示すブロック図である。
【図１４】実施例３に係る携帯機器の断面図である。
【図１５】図１４に示した携帯機器の機能構成を示すブロック図である。
【図１６】実施例４に係る携帯機器の機能構成を示すブロック図である。
【図１７】参考例に係る携帯機器の機能構成を示すブロック図である。
【図１８】実施例５における携帯機器の機能を説明するためのフローチャートである。
【図１９】実施例５における携帯機器の機能を説明するためのフローチャートである。
【図２０】実施例１の変形例に係る携帯機器の平面図である。
【図２１】実施例１の変形例に係る携帯機器の平面図である。
【図２２】生体情報の取得を避けるべき時間を設定する方法を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１１】
　以下に示す説明において、携帯機器１０の各構成要素は、ハードウエア単位の構成では
なく、機能単位のブロックを示している。携帯機器１０の各構成要素は、任意のコンピュ
ータのＣＰＵ、メモリ、メモリにロードされたプログラム、そのプログラムを格納するハ
ードディスクなどの記憶メディア、ネットワーク接続用インタフェースを中心にハードウ
エアとソフトウエアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現方法、装置に
は様々な変形例がある。
【００１２】
　図１は、実施形態に係る携帯機器１０の構成を示すブロック図である。携帯機器１０は
、第１の機能と第１の機能とは異なる第２の機能とを実現可能であり、第１機能部１１０
、生体情報取得部１２０、制御部１３０（第２機能部を兼ねる）、及び環境情報取得部１
３５を備えている。
【００１３】
　第１機能部１１０は第１機能を携帯機器１０に実現させ、制御部１３０は、携帯機器１
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０に第２機能を実現させる。第１機能は、生体情報を取得する機能及びこの生体情報を処
理する機能のいずれとも異なる機能である。生体情報取得部１２０は携帯機器１０のユー
ザの生体情報を取得する。第１機能部１１０が第１機能を実行している間、携帯機器１０
のユーザは携帯機器１０に触れている。そこで、生体情報取得部１２０は、第１機能部１
１０が第１機能を実行している間に生体情報を取得する。そして制御部１３０は、生体情
報取得部１２０が取得した生体情報を用いて第２機能を実現させる。
【００１４】
　環境情報取得部１３５は、環境情報を取得する。環境情報は、生体情報取得部１２０に
よる生体情報の取得環境を示している。取得環境は、例えば生体情報の正確性に影響を与
える因子である。そして制御部１３０は、環境情報取得部１３５が取得した環境情報に基
づいて、生体情報取得部１２０を制御する。
【００１５】
　なお、本図に示す例において、携帯機器１０はさらに表示部１４０を備えている。そし
て携帯機器１０は、例えば携帯電話やスマートフォンなどの携帯通信端末であってもよい
し、携帯ゲーム機であってもよいし、携帯型の音声再生器であってもよい。以下、携帯機
器１０について詳細に説明する。
【００１６】
　第１機能部１１０が携帯機器１０に行わせる第１機能は、例えばデータ通信又は音声通
信などの通信機能である。データ通信の例としては、電子メールの通信、及びインターネ
ットへのアクセスがある。音声通信の例としては、例えば電話通信がある。ただし、第１
機能は他の機能、例えばデータの入力もしくは編集、又は携帯機器１０が記憶しているデ
ータを閲覧することであってもよい。また、携帯機器１０が携帯ゲーム機器の機能を有し
ている場合、第１機能はゲームを行うことであってもよい。
【００１７】
　生体情報取得部１２０は、携帯機器１０に触れているユーザから、そのユーザの生体情
報を取得する。生体情報は、例えばバイタルに関する情報であってもよいし、ユーザの身
体のインピーダンス、音速、赤外線吸収率、又は赤外線反射率などの物性値であってもよ
い。後者の場合、制御部１３０は、物性値からユーザの健康度合いを示す値（例えば骨年
齢、皮膚年齢、筋肉年齢、血管年齢、又は血糖値）を算出する。また、生体情報は、携帯
機器１０に対するユーザ入力の速さや正確さを示す情報であってもよい。この場合、制御
部１３０は、生体情報からユーザの脳年齢を算出することができる。そして上記したよう
に、生体情報取得部１２０は、第１機能部１１０が第１機能を実行している間に、生体情
報を取得する。なお、生体情報取得部１２０の動作は、制御部１３０によって制御される
。
【００１８】
　制御部１３０は、生体情報取得部が取得した生体情報を用いて第２機能を実現させる。
例えば制御部１３０は、第１機能部１１０が第１機能を実行していないタイミングで、生
体情報取得部１２０が取得した生体情報又はこの生体情報を処理した結果（例えば上記し
た骨年齢、皮膚年齢、筋肉年齢、血管年齢、及び脳年齢の少なくとも一つ）を表示部１４
０に表示させる。
【００１９】
　環境情報取得部１３５は、上記したように、生体情報取得部１２０による生体情報の取
得環境を示す情報を取得する。取得環境は、例えば生体情報の正確性に影響を与える因子
を示している。具体的には、取得環境は、例えば、生体の体温、気圧、取得直前の食事の
有無、取得直前の生体の活動（肉体的活動及び精神的活動の双方を含む）の有無、又は取
得直前の入浴の有無を示している。そして取得環境を示す情報は、例えば生体の体温、気
圧、生体情報の取得時刻、又は携帯機器１０への入力量である。この情報は、例えば環境
情報取得部１３５が有するセンサ、マイク、又は時計によって生成されている。
【００２０】
　例えば取得環境を示す情報が生体の体温である場合、環境情報取得部１３５は温度セン
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サを有している。また、取得環境を示す情報が気圧である場合、環境情報取得部１３５は
気圧計を有している。また、取得環境を示す情報が生体情報の取得時刻である場合（例え
ば入浴していると思われる時間をさける場合、食後の一定時間をさける場合など）は、環
境情報取得部１３５は時計を有している。環境情報取得部１３５が時計を有している場合
、生体情報の取得を避けるべき時間は、あらかじめ携帯機器１０の記憶部に登録されてい
る。
【００２１】
　なお、生体情報の取得を避けるべき時間は、例えば以下のようにして携帯機器１０の記
憶部に登録される。
【００２２】
　まず、携帯機器１０は、例えば図２２に示すデータを、毎日続けて例えば１週間ほど取
得する。そして、これらの取得結果を処理することにより、特異点（例えば平均年齢より
も基準以上離れている点）が出やすい時刻を認識する。そして、認識した時刻を、生体情
報の取得を避けるべき時間として登録する。また、上述した特異点での生体情報の取得を
避ける構成とする以外に、例えば、図２２に示すデータを処理することにより、一日のう
ち比較的落ち着いた算出結果が得られる（時間経過に伴う算出結果の変化が少ない）時間
帯で積極的に生体情報の取得を行うような構成としても良い。
【００２３】
　図２は、携帯機器１０の動作の一例を示すフローチャートである。ユーザが第１機能部
１１０を動作させている場合、ユーザは携帯機器１０に触れている。このため、生体情報
取得部１２０は、ユーザの生体情報を取得することができる。これを利用し、制御部１３
０は、第１機能部１１０が動作していることを検知する（ステップＳ１０：Ｙｅｓ）と、
環境情報取得部１３５から環境情報を取得する。そして環境情報に基づいて、生体情報取
得部１２０を制御する。具体的には、環境情報が予め定められた条件を満たす場合（ステ
ップＳ１５：Ｙｅｓ）、制御部１３０は生体情報取得部１２０に生体情報を取得させる（
ステップＳ２０）。一方、環境情報が予め定められた条件を満たしていない場合（ステッ
プＳ１５：Ｎｏ）、制御部１３０は生体情報取得部１２０に生体情報を取得させない。
【００２４】
　例えば環境情報が生体の体温である場合、制御部１３０は、体温が基準範囲内である場
合にのみ生体情報を取得する。体温が基準範囲外である場合（例えば高い場合）、生体は
運動を行った直後であったり病気であったりする可能性が高い。このような場合は、生体
情報の信頼性が低下する。このため、制御部１３０は生体情報取得部１２０に生体情報を
取得させない。
【００２５】
　また、環境情報が気圧である場合、制御部１３０は、気圧が基準以上である場合にのみ
生体情報を取得する。また、環境情報が時刻である場合、制御部１３０は、時刻が基準を
満たす場合（すなわち食後ではなく、かつ入浴後ではないと想定される場合）にのみ生体
情報取得部１２０に生体情報を取得させる。
【００２６】
　また、環境情報取得部１３５は、生体の皮膚の湿度を測定する湿度計を有していてもよ
い。この場合、皮膚の湿度が基準値以上の場合、生体が入浴後である可能性が高いため、
制御部１３０は生体情報取得部１２０に生体情報を取得させない。
【００２７】
　また、生体情報取得部１２０の測定対象が携帯機器１０のユーザである場合、環境情報
取得部１３５は、携帯機器１０への入力の有無を環境情報として取得してもよい。例えば
制御部１３０は、携帯機器１０への入力が基準を超えているか否かを判断する。例えば携
帯機器１０への入力（電話における音声入力（マイクへの入力）や携帯機器１０の操作（
タッチパネルの操作）を含む）が一定時間以上継続して行われている場合、ユーザの精神
的な活動が活発であると判断し、制御部１３０は生体情報取得部１２０に生体情報を取得
させない。
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【００２８】
　また、環境情報取得部１３５がマイクを有している場合、取得環境を示す情報は、マイ
クに入力される音声の大きさであってもよい。この場合、環境情報取得部１３５は、周波
数フィルタ等を用いて、雑音成分のみを抽出し、抽出した雑音の大きさを、取得環境を示
す情報としてもよい。そして制御部１３０は、音声の大きさが基準を満たしている場合（
例えば基準値未満の場合）、生体情報取得部１２０に生体情報を取得させる。
【００２９】
　また、環境情報取得部１３５は、ユーザの指の温度を測定するための温度センサを有し
ていてもよい。この場合、制御部１３０は、環境情報取得部１３５が取得した指の温度が
基準を満たしている場合（例えば基準範囲内）、生体情報取得部１２０に生体情報を取得
させる。
【００３０】
　さらに、生体情報取得部１２０がユーザによって触れられるセンサを有している場合（
例えば後述する図２０に示した例）、環境情報取得部１３５は、さらにこのセンサの近傍
に圧力センサを有していてもよい。そして制御部１３０は、圧力センサの検出値が基準を
満たしている場合（例えば基準範囲内）、生体情報取得部１２０に生体情報を取得させる
。
【００３１】
　次いで制御部１３０は、生体情報取得部１２０から取得された情報を処理することによ
り、表示部１４０に表示させるためのデータを生成する（ステップＳ３０）。そして制御
部１３０は、表示部１４０に表示を行わせる。この表示は、ユーザに、生体情報又はその
処理結果を認識させるために行われる（ステップＳ４０）。なお、この表示が行われるタ
イミングは、例えば、ユーザが携帯機器１０に、この表示を行う旨の入力を行ったときで
ある。また、この表示は、ユーザの生体情報に大きな変化が現れた場合や、例えば生体情
報に基づいた年齢（例えば皮膚年齢、骨年齢、又は脳年齢）が実年齢に対して基準値以上
大きかった場合に、ユーザに注意を促すため、自動的に行われてもよい。
【００３２】
　以上、本実施形態によれば、制御部１３０は、第１機能部１１０が動作している間に、
生体情報取得部１２０に生体情報を取得させる。このため、携帯機器１０のユーザは、生
体情報を取得させるための動作を行わなくて済む。従って、ユーザの手間を少なくするこ
とができる。
【００３３】
　また、生体情報取得部１２０は、環境情報取得部１３５が検出した環境情報が条件を満
たす時にのみ、生体情報を取得する。このため、上記した条件を適切に設定することによ
り、特異的な条件（例えば食事の直後、重度の肉体的又は精神的活動の直後、入浴直後）
で生体情報が取得されることを抑制できる。このため、生体情報を高い精度で測定するこ
とができる。
【００３４】
　また、制御部１３０は、第１機能部１１０が第１機能を実行していないタイミングで、
生体情報取得部１２０が取得した生体情報又はこの生体情報を処理した結果を表示部１４
０に表示させる。従って、ユーザは、生体情報取得部１２０が取得した生体情報又はこの
生体情報を処理した結果を認識することができる。
【００３５】
　（変形例１）
　図３及び図４は、変形例１に係る制御部１３０の動作を示すフローチャートである。本
変形例に係る制御部１３０は、まず、図３に示すように、第１機能部１１０が動作してい
ることを検知する（ステップＳ１０：Ｙｅｓ）と、生体情報取得部１２０に生体情報を取
得させるとともに、環境情報取得部１３５に環境情報を取得させる（ステップＳ２２）。
そして制御部１３０は、取得した生体情報及び環境情報を互いに対応づけて記憶部に記憶
させる（ステップＳ２４）。この記憶部は、携帯機器１０の内部に設けられていてもよい
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し、携帯機器１０の外部に設けられていてもよい。図３に示した処理が行われることによ
り、記憶部は、生体情報及び環境情報の組み合わせを複数記憶する。
【００３６】
　そして制御部１３０は、生体情報を処理するタイミングになると、記憶部から、生体情
報及び環境情報の組み合わせを複数読み出す（図４のステップＳ３１）。そして制御部１
３０は、これらの組み合わせのうち、環境情報が基準を満たす組み合わせを選択し、選択
した組み合わせに含まれる生体情報を用いて表示データを生成する（ステップＳ３２，Ｓ
３３）。そして表示部１４０は、生成した表示データを用いて結果を表示する（ステップ
Ｓ４０）。
【００３７】
　本変形例によれば、制御部１３０は、環境情報が条件を満たす生体情報のみを用いて、
表示データを生成する。このため、上記した条件を適切に設定することにより、表示デー
タに、特異的な条件（例えば食事の直後、重度の肉体的又は精神的活動の直後、入浴直後
）で取得された生体情報が含まれることを抑制できる。従って、実質的に、ユーザの生体
情報を高い精度で測定することができる。
【００３８】
（変形例２）
　図５は、変形例２に係る携帯機器１０を、その使用環境とともに示す図である。本変形
例に係る携帯機器１０において、第１機能部１１０が行う第１機能は、データ通信機能で
ある。そして第１機能部１１０は、通信網３０を介して情報処理装置２０に接続する。情
報処理装置２０は、生体情報の統計データ、又はこの生体情報を処理した結果の統計デー
タを記憶している。そして制御部１３０は、第１機能部１１０を介してこの統計データを
取得し、この統計データを、生体情報取得部１２０が取得した生体情報又はこの生体情報
を処理した結果とともに、表示部１４０に表示させる。
【００３９】
　図６は、本変形例において表示部１４０が表示する画面の一例を示している。上記した
ように、表示部１４０は、生体情報取得部１２０が取得した生体情報又はこの生体情報を
処理した結果を、統計データとともに表示する。従って、ユーザは、自身の健康状態を客
観的に認識することができる。なお、本図において、データはグラフ形式で表示されてい
るが、データの表示形式はグラフに限定されない。例えばデータは表形式で表示されても
よい。
【００４０】
　例えば図６に示す例では、制御部１３０は、生体情報に基づいて年齢（以下、推定年齢
と記載）を算出している。そして、統計データは、推定年齢と、実年齢との相関を示す回
帰データ（例えば回帰式）を含んでいる。制御部１３０は、携帯機器１０のユーザの推定
年齢を、統計データにおいてこの年齢に対応する実年齢（以下、統計データに基づいた実
年齢と記載）に変換し、この統計データに基づいた実年齢を表示部１４０に表示してもよ
い。この場合、ユーザは、自分の推定年齢が、全国平均に対してどの位置にあるかを容易
に認識することができる。なお、この変換は、外部の装置（例えば情報処理装置２０）で
行われてもよい。また、表示部１４０に表示される自分の推定年齢は、上記の統計データ
の実年齢と推定年齢の一次回帰式の傾きが１となるように、補正されていてもよい。この
補正は、例えば上記した回帰データを用いて行われる。
【００４１】
　また、推定年齢と実年齢の差分の大きさに基づいて、順位を定められるようにしていて
もよい。この場合、統計データは、推定年齢と実年齢の差分の統計情報を含んでいる。そ
して制御部１３０は、この統計情報に従って、携帯機器１０のユーザの順位を算出して表
示部１４０に表示させる。
【００４２】
　さらに、情報処理装置２０は、実年齢に対して推定年齢が低い（若返りに成功した）ユ
ーザに、どのような対策をしたかのアンケートを行った結果を記憶していてもよい。この
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場合、制御部１３０は、情報処理装置２０から、このアンケート結果を受信して表示部１
４０に表示させてもよい。これによりユーザは、有効な抗加齢対策方法を知ることができ
る。
【００４３】
　図７は、本変形例における携帯機器１０の動作の一例を示すフローチャートである。本
図に示すフローチャートにおいて、ステップＳ２０までの処理は実施形態と同様である。
そして生体情報取得部１２０が生体情報を取得した後、制御部１３０は、第１機能部１１
０を介して、生体情報取得部１２０が取得した生体情報又はこの生体情報の処理結果を、
情報処理装置２０に送信する（ステップＳ３６）。複数の携帯機器１０がこのステップを
実行することにより、情報処理装置２０は上記した統計データを生成することができる。
【００４４】
　また情報処理装置２０は、統計データを携帯機器１０に送信する。携帯機器１０の制御
部１３０は、第１機能部１１０を介して統計データを受信する（ステップＳ３７）。そし
て制御部１３０は、この統計データを、生体情報取得部１２０が取得した生体情報又はこ
の生体情報を処理した結果とともに、表示部１４０に表示させる（ステップＳ４０）。
【００４５】
　なお、情報処理装置２０が予め統計データを有している場合、ステップＳ３６において
、制御部１３０は、生体情報又は生体情報の処理結果を送信する代わりに、統計データを
要求することを示す情報を情報処理装置２０に送信してもよい。
【００４６】
　また、図８に示すように、図４のステップＳ３２と図４のステップＳ４０の間に、本変
形例に示したステップＳ３６，Ｓ３７に示した処理が行われてもよい。なお、本図に示す
例では、携帯機器１０は、生成した生体情報及び環境情報を情報処理装置２０に送信して
いる（ステップＳ２６）。
【００４７】
　また、本変形例において、生体情報から物性値からユーザの健康度合いを示す値（例え
ば骨年齢、皮膚年齢、筋肉年齢、又は血管年齢）を算出する必要がある場合、この演算処
理は情報処理装置２０で行われてもよい。この場合、携帯機器１０の制御部１３０は、第
１機能部１１０を介して演算処理の結果を情報処理装置２０から受信する。
【００４８】
　本変形例によっても、実施形態と同様に、携帯機器１０のユーザは、生体情報を取得さ
せるための動作を行わなくて済む。従って、ユーザの手間を少なくすることができる。ま
た、表示部１４０は、ユーザ自身の生体情報又はその生体情報が処理された結果を、統計
データとともに表示する。従って、ユーザは、自身の健康状態を客観的に認識することが
できる。また、実施形態と同様に、環境情報が基準を満たす時の生体情報のみを用いて処
理を行っているため、ユーザの生体情報を高い精度で測定することができる。
【実施例】
【００４９】
（実施例１）
　図９は、実施例１に係る携帯機器１０の平面図である。図１０は、図９のＡ－Ａ断面図
である。本実施例において、携帯機器１０は携帯電話またはスマートフォンであり、筐体
１５０を有している。筐体１５０は薄く、表面に表示部１４０を有している。また筐体１
５０の内部には、スピーカ１６０が設けられている。筐体１５０のうちスピーカ１６０と
重なる領域には、開口１５２が設けられている。開口１５２は、スピーカ１６０からの音
声を筐体１５０の外部に放射するために設けられている。ただし、筐体１５０を介してス
ピーカ１６０からの音声を外部に放射できる場合、開口１５２は設けられていなくてもよ
い。
【００５０】
　また、筐体１５０の側面には、凹部１５４が設けられている。凹部１５４は、携帯機器
１０のユーザが携帯機器１０を使用するときに、ユーザの指Ｆが嵌めこまれる。
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【００５１】
　そして、筐体１５０の側面のうち凹部１５４の底面に相当する領域には第１電極１２１
及び環境情報取得部１３５の温度センサまたは湿度センサが配置されており、筐体１５０
の表面のうち開口１５２の近くに位置する領域（すなわちスピーカ１６０の近くに位置す
る領域）には第２電極１２２が配置されている。第１電極１２１はユーザの指Ｆに接触し
、第２電極１２２はユーザの顔のうち耳の近傍に位置する部分に接触する。また環境情報
取得部１３５は指Ｆから環境情報を取得する。なお、指Ｆは、例えば人差し指であるが、
親指、中指、薬指、又は小指であってもよい。
【００５２】
　なお、第１電極１２１と第２電極１２２の配置は、図１０に示す例に限定されない。例
えば図２０に示すように、第１電極１２１と第２電極１２２は、いずれかの指（例えば人
差し指）を挟む位置に配置されていてもよいし、互いに異なる指（例えば親指と人差し指
）に触れる位置に配置されていてもよい。また、図２１に示すように、携帯機器１０をユ
ーザが両手で持つ構造を有している場合（例えば携帯ゲーム機など）、第１電極１２１と
第２電極１２２が互いに異なる手に対応する位置に配置されていてもよい。図２０に示す
場合及び図２１に示す場合のそれぞれにおいて、第１電極１２１の近く又は第２電極１２
２の近くに、環境情報取得部１３５の体温測定用の温度センサが配置されている。なお、
環境情報取得部１３５が時計や気圧計などを有している場合、時計や気圧計は、第１電極
１２１や第２電極１２２とは異なる場所に配置されていてもよい。
【００５３】
　なお、図２０に示す例において、環境情報取得部１３５が温度センサを有している場合
、環境情報取得部１３５は、ヒータを有していてもよい。この場合、環境情報取得部１３
５は、温度センサの検出値が基準値未満の場合（すなわちユーザの指の温度が基準値未満
の場合）、ヒータをオンさせてユーザの指を温めてもよい。もちろん温度センサの検出値
が基準値よりはるかに高い場合にはペルチェ素子等で冷やすことも有効である。
【００５４】
　図１１は、携帯機器１０の機能構成を示すブロック図である。本図に示す携帯機器１０
は、生体情報取得部１２０が第１電極１２１、第２電極１２２、及びインピーダンス算出
部１２３を有している点を除いて、実施形態又はその変形例に係る携帯機器１０と同様の
構成である。
【００５５】
　インピーダンス算出部１２３は、第１電極１２１と第２電極１２２の間のインピーダン
スを算出する。そしてインピーダンス算出部１２３は、このインピーダンスを処理するこ
とにより、ユーザの皮膚年齢、体水分量、及び体脂肪量の少なくとも一つを算出する。
【００５６】
　本実施例によっても、実施形態と同様に、携帯機器１０のユーザは、生体情報を取得さ
せるための動作を行わなくて済む。従って、ユーザの手間を少なくすることができる。ま
た、実施形態と同様に、環境情報が基準を満たす時の生体情報のみを用いて処理を行って
いるため、ユーザの生体情報を高い精度で測定することができる。
【００５７】
　また、ユーザの身体のインピーダンスは、第１電極１２１及び第２電極１２２を用いて
計測される。第１電極１２１は筐体１５０の側面に配置されており、第２電極１２２は筐
体１５０の開口１５２の近くに配置されている。このため、インピーダンス算出部１２３
の測定対象は、ユーザの身体のうち指先と耳の間の部分になる。従って、指でインピーダ
ンスを測定する場合と比較して、測定距離（二点間距離）が長いため、インピーダンス算
出部１２３の算出結果の精度は高くなる。
【００５８】
（実施例２）
　図１２は、実施例２に係る携帯機器１０の平面図である。図１３は図１２に示した携帯
機器１０の機能構成を示すブロック図である。本実施例に係る携帯機器１０は、生体情報
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取得部１２０が発光部１２４、受光部１２５、及び演算部１２６を有している点を除いて
、実施例１に係る携帯機器１０と同様の構成である。
【００５９】
　発光部１２４及び受光部１２５は、いずれも凹部１５４の側面に配置されている。また
、環境情報取得部１３５の温度センサ及び湿度センサも凹部１５４の側面に配置されてい
る。発光部１２４及び受光部１２５は、互いに対向していてもよいし、対向していなくて
もよい。発光部１２４は、赤外線を指Ｆに向けて発光する。受光部１２５は、発光部１２
４から出射された光のうち、指Ｆで反射された光の量又は指Ｆを透過した光の量を検出す
る。ここで言う光の量とは、血管年齢の場合は容積脈波、血糖値の測定の場合は血液中糖
の吸収波長の変化を指す。演算部１２６は、受光部１２５の出力に基づいて、ユーザの血
管年齢及び血糖値の少なくとも一つを算出する。
【００６０】
　本実施例によっても、実施形態と同様に、携帯機器１０のユーザは、生体情報を取得さ
せるための動作を行わなくて済む。従って、ユーザの手間を少なくすることができる。ま
た、実施形態と同様に、環境情報が基準を満たす時の生体情報のみを用いて処理を行って
いるため、ユーザの生体情報を高い精度で測定することができる。
【００６１】
（実施例３）
　図１４は、実施例３に係る携帯機器１０の断面図である。図１５は図１４に示した携帯
機器１０の機能構成を示すブロック図である。本実施例において、携帯機器１０は、以下
の点を除いて実施例２に係る携帯機器１０と同様の構成である。
【００６２】
　まず、携帯機器１０は時計型の機器である。そして、生体情報取得部１２０は、発振部
１２７及び振動検出部１２８を有している。発振部１２７はユーザの腕Ａに対して超音波
を発振する。振動検出部１２８は、ユーザの腕を透過してきた超音波の強さ又は速さを検
出する。そして演算部１２６は、振動検出部１２８が検出した超音波の強さ又は速さを用
いて、ユーザの骨密度（すなわち骨年齢）を算出する。なお、本実施例において、生体情
報取得部１２０の動作は、携帯機器１０がユーザの腕に装着されたタイミングで行われて
もよいし、タイマーを用いて行われてもよい。また、環境情報取得部１３５の温度センサ
及び湿度センサは、携帯機器１０の内面（すなわち腕Ａに接する面）に設けられている。
【００６３】
　本実施例によっても、実施形態と同様に、携帯機器１０のユーザは、生体情報を取得さ
せるための動作を行わなくて済む。従って、ユーザの手間を少なくすることができる。ま
た、実施形態と同様に、環境情報が基準を満たす時の生体情報のみを用いて処理を行って
いるため、ユーザの生体情報を高い精度で測定することができる。
【００６４】
　なお、本実施例にて示した時計型の機器においても、骨密度の測定の他、上述した身体
のインピーダンス測定や、赤外線を利用した血管年齢または血糖値の測定も行うことも可
能であり、これらは適宜組み合わせるようにしても良い。
【００６５】
（実施例４）
　図１６は、実施例４に係る携帯機器１０の機能構成を示すブロック図である。本実施例
において、携帯機器１０は、発光部１２４及び受光部１２５の代わりに歩数計１２９を有
している点を除いて、実施例２に係る携帯機器１０と同様の構成である。
【００６６】
　そして演算部１２６は、タイマーを内蔵している。そして演算部１２６は、歩数計１２
９が検出した歩数と、タイマーを用いて、ユーザの単位時間当たりの歩数を算出する。そ
して演算部１２６は、この歩数を制御部１３０に出力する。なお、演算部１２６は、算出
した歩数に歩幅をかけることにより、ユーザの歩く速さを算出してもよい。ここで歩幅は
、予め演算部１２６に記憶されている。そして、制御部１３０は、ユーザの一日の歩く歩
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数と歩く速さに基づいて、ユーザの筋肉年齢を算出することができる。
【００６７】
　本実施例によっても、実施形態と同様に、携帯機器１０のユーザは、生体情報を取得さ
せるための動作を行わなくて済む。従って、ユーザの手間を少なくすることができる。ま
た、実施形態と同様に、環境情報が基準を満たす時の生体情報のみを用いて処理を行って
いるため、ユーザの生体情報を高い精度で測定することができる。
【００６８】
（参考例）
　図１７は、参考例に係る携帯機器１０の機能構成を示すブロック図である。本参考例に
おいて、携帯機器１０は、演算部１２６及び歩数計１２９の代わりに入力部１７０を有し
ている点を除いて、実施例４に係る携帯機器１０と同様の構成である。
【００６９】
　本参考例において、携帯機器１０はゲーム機能を有している。また、入力部１７０は、
ユーザが携帯機器１０に対して入力を行う部分である。そして、制御部１３０は、入力部
１７０への入力タイミングなどに基づいて、携帯機器１０のユーザの脳年齢を判定する。
なお、制御部１３０は、表示部１４０へ特定の表示を行い、この表示に対する入力部１７
０への入力タイミングに基づいて、ユーザの脳年齢を判定してもよい。
【００７０】
　本参考例によれば、ユーザの脳年齢を判定することができる。
【００７１】
（実施例５）
　本実施例において、携帯機器１０の生体情報取得部１２０は、実施例１～４、並びに参
考例に示した機能のうち少なくとも２つを有している。このため、生体情報取得部１２０
は、複数種類の生体情報を取得することができる。そして携帯機器１０は、これら複数の
機能の測定結果に基づいて、以下に示す処理を行う。
【００７２】
　図１８及び図１９は、本実施例における携帯機器１０の機能を説明するためのフローチ
ャートである。
【００７３】
　図１８は、ユーザが携帯機器１０を最初に使用するときの動作を示している。まず、携
帯機器１０の生体情報取得部１２０は、複数種類の生体情報を取得する（ステップＳ１１
０）。また生体情報取得部１２０は、取得した生体情報を、必要に応じて処理する。そし
て制御部１３０は、生体情報取得部１２０が取得した生体情報又はその処理結果を示す情
報を表示するためのデータを生成し（ステップＳ１２０）、このデータを用いて表示部１
４０に表示を行わせる（ステップＳ１３０）。この表示には、生体情報又はこの生体情報
を処理した結果が複数含まれている。例えばこの表示には、骨年齢、皮膚年齢、筋肉年齢
、血管年齢、及び脳年齢の少なくとも２つが含まれている。なお、表示された生体情報又
はその処理結果は、制御部１３０に記憶される。
【００７４】
　ユーザは、表示部１４０の表示された結果に基づいて、改善することを希望する項目（
骨年齢、皮膚年齢、筋肉年齢、血管年齢、及び脳年齢の少なくとも一つ）を選択し、この
選択結果を入力する（ステップＳ１４０）。制御部１３０は、ステップＳ１４０で入力さ
れた選択対象を改善するための食材及び習慣を検索し、この検索結果を表示する（ステッ
プＳ１５０）。なお、検索範囲は、携帯機器１０が予め有している記憶媒体の内部であっ
てもよいし、外部のサーバ（例えば図３に示した情報処理装置２０）であってもよい。
【００７５】
　図１９は、ユーザが携帯機器１０を２回目以降に使用するときの動作を示している。ス
テップＳ１１０及びステップＳ１２０における処理は、図１８に示した例と同様である。
そして制御部１３０は、過去の測定結果又は処理結果を読み出し（ステップＳ１２２）、
読みだした結果を、新たに測定した測定結果又はその処理結果とともに、表示部１４０に
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基づいて、改善することを希望する項目（骨年齢、皮膚年齢、筋肉年齢、血管年齢、及び
脳年齢の少なくとも一つ）を選択し、この選択結果を入力する（ステップＳ１４０）。そ
して制御部１３０は、現在ユーザが選択している項目について、改善するための食材及び
習慣を再び検索し、この検索結果を表示する（ステップＳ１５０）。
【００７６】
　なお、図１８及び図１９に示すフローチャートにおいて、ステップＳ１４０に入力され
た選択対象を改善するための食材及び習慣を検索する際、外部のサーバは、他のユーザに
よって効果が証明された食材及び習慣を優先的に選択してもよい。なお、この証明は、例
えばユーザへのアンケート結果に基づいて行われる。
【００７７】
　本実施例によれば、携帯機器１０は、ユーザが改善したいと考えている項目を改善する
ための食材及び習慣を提示することができる。
【００７８】
　以上、図面を参照して実施形態及び実施例について述べたが、これらは本発明の例示で
あり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【符号の説明】
【００７９】
１０ 携帯機器
１１０ 第１機能部
１２０ 生体情報取得部
１２１ 第１電極
１２２ 第２電極
１２３ インピーダンス算出部
１２４ 発光部
１２５ 受光部
１２６ 演算部
１２７ 発振部
１２８ 振動検出部
１２９ 歩数計
１３０ 制御部
１３５ 環境情報取得部
１４０ 表示部
１５０ 筐体
１５２ 開口
１５４ 凹部
１６０ スピーカ
１７０ 入力部
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